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22．書面 

書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日

を記載し、署名または押印したものを有効とする。 

ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った電子書類については、

署名または押印がなくても有効とする。  

23．工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施

工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、

工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の

小黒板情報電子化について」に基づき実施しなければならない。  

24．工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定

型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

25．工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう 

26．契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発

注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。 

27．工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

28．電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データを

いう。 

29．工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう

30．確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員、または受注者が臨

場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることを

いう。 

31．立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容につ

いて契約図書との適合を確かめることをいう。  
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22．情報共有システム 

情報共有システムとは、受発注者間の書面のやりとりを電子的に処理することが可

能なＩＣＴ技術を活用した情報共有システム（グループウエア）をいう。 

なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に

出力して提出しないものとする。  

23．書面 

書面とは、手書き、印刷物等による工事打合せ簿等の工事帳票をいい、発行年月日

を記載し、署名または押印したものを有効とする。 

ただし、情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った電子書類については、

署名または押印がなくても有効とする。  

24．工事写真 

工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の

施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況

工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。 

なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事写真の

小黒板情報電子化について」（令和3年9月○日付技管第○号通知）に基づき実施しな

ければならない。 

25．工事帳票 

工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定

型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 

26．工事書類 

工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう 

27．契約関係書類 

契約関係書類とは、契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者から発

注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。  

28．工事完成図書 

工事完成図書とは、工事完成時に納品する成果品をいう。 

29．電子成果品 

電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データを

いう。 

30．工事関係書類 

工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう

31．確認 

確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員、または受注者が臨

場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることを

いう。 

32．立会 

立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容につ

いて契約図書との適合を確かめることをいう。  
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32．工事検査 

工事検査とは、検査員が契約書第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の確

認を行うことをいう。 

33．検査員 

検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が

定めた者をいう。 

34．同等以上の品質 

同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場

合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質

をいう。 

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担と

する。 

35．工期 

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間

を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 

36．工事開始日 

工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

37．工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設

置または測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場制作を含む工

事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 

38．準備期間 

準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。

39．工事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

 

40．本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

41．仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう

42．工事区域 

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。

43．現場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に

指定される場所をいう。 

44．SI 

SIとは、国際単位系をいう。 

45．現場発生品 

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有

権は発注者に帰属する。  

33．工事検査 

工事検査とは、検査員が契約書第31条、第37条、第38条に基づいて給付の完了の確

認を行うことをいう。 

34．検査員 

検査員とは、契約書第31条第2項の規定に基づき、工事検査を行うために発注者が

定めた者をいう。 

35．同等以上の品質 

同等以上の品質とは、特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場

合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員の承諾した品質

をいう。 

なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担と

する。 

36．工期 

工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間

を含めた始期日から終期日までの期間をいう。 

37．工事開始日 

工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 

38．工事着手 

工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設

置または測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計または工場制作を含む工

事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。 

39．準備期間 

準備期間とは、工事開始日から本体工事または仮設工事の着手までの期間をいう。

40．工事 

工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。 

 

41．本体工事 

本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。 

42．仮設工事 

仮設工事とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう

43．工事区域 

工事区域とは、工事用地、その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。

44．現場 

現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に

指定される場所をいう。 

45．SI 

SIとは、国際単位系をいう。 

46．現場発生品 

現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有

権は発注者に帰属する。  



現行 改定 摘 要 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1．図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図を貸与

することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受

注者が備えなければならない。  

1-1-1-7 工事用地等の使用  

2．用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必

要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工

事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐

車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に

伴う借地等をいう。  

1-1-1-13 工事の一時中止 

3．基本計画書の作成 

前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の

維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、承諾を得るもの

とする。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。  

1-1-1-16 支給材料及び貸与品  

（3-1-1-5 から編入） 

 

 

5．返還 

受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づ

き返還する場合、監督員の指示に従うものとする。 

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはでき

ないものとする。 

6．修理等 

受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。 

7．流用の禁止 

受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

8．所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するもの

とする。  

 

 

 

 

 

1-1-1-3 設計図書の照査等 

1．図面原図の貸与 

受注者からの要求があり、監督員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図もしく

は電子データを貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されている

ものについては、受注者が備えなければならない。  

1-1-1-7 工事用地等の使用  

2．用地の確保 

設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必

要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工

事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐

車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負担に

より借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。  

1-1-1-13 工事の一時中止 

3．基本計画書の作成 

前1項及び2項の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の

維持・管理に関する基本計画書を監督員を通じて発注者に提出し、協議するものと

する。また、受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。 

1-1-1-16 支給材料及び貸与品 

5．貸与機械の使用 

受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付

仕様書によらなければならない。 

6．返還 

受注者は、契約書第15条第9項「不用となった支給材料又は貸与品」の規定に基づ

き返還する場合、監督員の指示に従うものとする。 

なお、受注者は、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはでき

ないものとする。 

7．修理等 

受注者は、支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合、事前に監督員の承諾を得な

ければならない。 

8．流用の禁止 

受注者は、支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。 

9．所有権 

支給材料及び貸与物件の所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するもの

とする。  

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1-1-1-23 施工管理  
3．標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、

工事名、工期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標示板を設置し、工事

完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な

場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するもの

とし、図1-1-2を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等

の設置基準について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正平成

18年3月31日付け 国道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報

板及び工事説明看板の設置について（平成18年3月31日付け 国道利38号・国道国防第

206号 道路局路政課長、国道･防災課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いにつ

いて（ 令和2年2月21日付け 国水環第115号・国水治第135号・国水保第103号・国水

海第82号 水管理・国土保全局 河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通達）

によるものとする。  
1-1-1-26 工事中の安全確保  

（3-1-1-10 から編入） 

 

 

2．支障行為等の防止 

受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支

障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。  

（3-1-1-10 から編入） 

 

 

 

3．周辺への支障防止 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼ

さないよう必要な措置を施さなければならない。  

（3-1-1-10 から編入） 

 

 

 

 

4．防災体制 

受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払

い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。  

 

 

1-1-1-23 施工管理  

3．標示板の設置 

受注者は、施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に、

工事名、工期、発注者名、受注者名及び工事内容等を記載した標示板を設置し、工事

完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板の設置が困難な

場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。 

なお、標示板の記載にあたっては、工事に関する情報をわかりやすく記載するもの

とし、図1-1-2を参考とする。 

また、記載内容については、工事内容に応じて、道路工事現場における標示施設等

の設置基準について（昭和37年8月30日付け 道発372号 道路局長通達、最新改正平成

18年3月31日付け 国道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報

板及び工事説明看板の設置について（平成18年3月31日付け 国道利38号・国道国防第

206号 道路局路政課長、国道･防災課長通達）、河川工事等の工事看板の取扱いにつ

いて（ 令和3年5月27日付け国水環第26号・国水治第22号・国水保第8号・国水海第10

号 水管理・国土保全局 河川環境課長、治水課長、保全課長、海岸室長通達）による

ものとする。  

1-1-1-26 工事中の安全確保  

2．建設工事公衆災害防止対策要綱 

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年9月

2日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

3．支障行為等の防止 

受注者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の支

障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

4．使用する建設機械 

受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により

建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければなら

ない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを

使用することができる。 

5．周辺への支障防止 

受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼ

さないよう必要な措置を施さなければならない。 

6．架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り

場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現

地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関

わらず、監督員へ報告しなければならない。  

7．防災体制 

受注者は、豪雨、出水、土石流、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払

い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。  

 

 



現行 改定 摘 要 

5．第三者の立入り禁止措置 

受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、そ

の区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

6．安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連

絡を行い安全を確保しなければならない。 

7．現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所

または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的な

コミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

8．定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当

て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実

施しなければならない。 

（1）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（2）当該工事内容等の周知徹底 

（3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（4）当該工事における災害対策訓練 

（5）当該工事現場で予想される事故対策 

（6）その他、安全・訓練等として必要な事項  

 

9．施工計画書 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、

施工計画書に記載しなければならない。 

10．安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告

等に記録した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するも

のとする。 

11．関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等

の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない

12．工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負

業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措

置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するも

のとする。 

13．安全衛生協議会の設置 

監督員が、労働安全衛生法（令和元年6月改正 法律第37号）第30条第1項に規定す

る措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には

受注者はこれに従うものとする。  

 

8．第三者の立入り禁止措置 

受注者は、工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合、そ

の区域に、柵、門扉、立入禁止の標示板等を設けなければならない。 

9．安全巡視 

受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連

絡を行い安全を確保しなければならない。 

10．現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所

または作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的な

コミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

11．定期安全研修・訓練等 

受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割当

て、以下の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実

施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実

施することも出来る。 

（1）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

（2）当該工事内容等の周知徹底 

（3）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

（4）当該工事における災害対策訓練 

（5）当該工事現場で予想される事故対策 

（6）その他、安全・訓練等として必要な事項  

12．施工計画書 

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、

施工計画書に記載しなければならない。 

13．安全教育・訓練等の記録 

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告

等に記録した資料を整備及び保管し、監督員の請求があった場合は直ちに提示するも

のとする。 

14．関係機関との連絡 

受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等

の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない

15．工事関係者の連絡会議 

受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、請負

業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措

置を定める等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するも

のとする。  

16．安全衛生協議会の設置 

監督員が、労働安全衛生法（令和元年6月改正 法律第37号）第30条第1項に規定す

る措置を講じるものとして、同条第2項の規定に基づき、受注者を指名した場合には

受注者はこれに従うものとする。  

 



現行 改定 摘 要 

14．安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（令和

元年6月改正 法律第37号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特

に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じてお

かなければならない。 

15．災害発生時の応急処置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させ

るものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し

なければならない。 

16．地下埋設物等の調査 

受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置

深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 

17．不明の地下埋設物等の処置 

受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、

その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならな

い。 

18．地下埋設物件等損害時の措置 

受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督

員に連絡し応急措置をとり補修しなければならない。  

1-1-1-32 交通安全管理  

（3-1-1-11 から編入） 

 

 

 

 

2．輸送災害の防止 

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事につ

いては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、

輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その

他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

3．交通安全等輸送計画 

受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送を

ともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事

項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

17．安全優先 

受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法（令和

元年6月改正 法律第37号）等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特

に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じてお

かなければならない。 

18．災害発生時の応急処置 

災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させ

るものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し

なければならない。 

19．地下埋設物等の調査 

受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件の位置

深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。 

20．不明の地下埋設物等の処置 

受注者は施工中、管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、

その処置については占用者全体の現地確認を求め、管理者を明確にしなければならな

い。 

21．地下埋設物件等損害時の措置 

受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督

員に連絡し応急措置をとり補修しなければならない。  

1-1-1-32 交通安全管理  

2．施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使

用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関

係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置

その他の必要な措置を行わなければならない。  

3．輸送災害の防止 

受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事につ

いては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、

輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その

他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 

4．交通安全等輸送計画 

受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送を

ともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事

項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

4．交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について

監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び

道路標示に関する命令（平成30年12月改正 内閣府・国土交通省令第5号 ）、道路工

事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和37年8月30日）、

道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について（局長通知 平成18

年3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報板及び

工事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平

成18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事交通保安施設設置基準

（山梨県県土整備部、平成28年4月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

5．工事用道路使用の責任 

発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使

用するものとする。 

6．工事用道路共用時の処置 

受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合におい

ては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を

明らかにして使用するものとする。  

（3-1-1-11 から編入） 

 

 

7．公衆交通の確保  

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管

してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中

断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用さ

れる路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

8．水上輸送 

工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道

路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み

替えるものとする。 

9．作業区域の標示等 

受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必

要な安全対策を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

5．交通安全法令の遵守 

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について

監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び

道路標示に関する命令（令和2年3月改正 内閣府・国土交通省令第1号）、道路工事

現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和37年8月30日）、道

路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について（局長通知 平成18年

3月31日 国道利37号・国道国防第205号）、道路工事現場における工事情報板及び工

事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知 平成

18年3月31日 国道利38号・国道国防第206号）及び道路工事交通保安施設設置基準

（山梨県県土整備部、平成28年4月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

6．工事用道路使用の責任 

発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使

用するものとする。 

7．工事用道路共用時の処置 

受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合におい

ては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を

明らかにして使用するものとする。 

8．工事用道路の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の

定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。  

9．公衆交通の確保  

公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管

してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中

断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用さ

れる路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 

10．水上輸送 

工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道

路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み

替えるものとする。 

11．作業区域の標示等 

受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必

要な安全対策を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

10．通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成31年3月改正 政

令第41号）第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第

47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交

通法施行令（令和元年9月改正 政令第109号）第22条における制限を超えて建設機械、

資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和元年6月改正 法律第37号）第

57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

 

表1-1-3 一般的制限値 

   車両の諸元 一  般  的  制  限  値 

 幅 

 長さ 

 高さ 

 重量  総 重 量 

 

軸 重 

隣接軸重 

の 合 計 

 

 

輪荷重 

 最小回転半径 

    2.5m 
  12.0m 

    3.8m（ただし、指定道路については4.1m） 

  20.0ｔ（ただし、高速自動車国道・指定道路について 

              は、軸距・長さに応じ最大25.0ｔ） 

  10.0ｔ 

  隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18ｔ 

 （隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 

  該隣り合う車軸に係る軸重が9.5ｔ以下の場合は19ｔ）、

  1.8m以上の場合は20ｔ 

    5.0ｔ 

  12.0m 

 

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態にお

けるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．通行許可 

受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平成31年3月改正 政

令第41号）第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第

47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交

通法施行令（令和2年6月改正 政令第181号）第22条における制限を超えて建設機械、

資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和2年6月改正 法律第52号）第57

条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

 

表1-1-3 一般的制限値 

   車両の諸元 一  般  的  制  限  値 

 幅 

 長さ 

 高さ 

 重量  総 重 量 

 

軸 重 

隣接軸重 

の 合 計 

 

 

輪荷重 

 最小回転半径 

    2.5m 
  12.0m 

    3.8m（ただし、指定道路については4.1m） 

  20.0ｔ（ただし、高速自動車国道・指定道路について 

              は、軸距・長さに応じ最大25.0ｔ） 

  10.0ｔ 

  隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18ｔ 

 （隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で、かつ、当 

  該隣り合う車軸に係る軸重が9.5ｔ以下の場合は19ｔ）、

  1.8m以上の場合は20ｔ 

    5.0ｔ 

  12.0m 

 

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態における

ものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1-1-1-37 工事測量  

（3-1-1-12 から編入） 

 

3．工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移

設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得

て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない

4．既存杭の保全 

受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭

の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を

負わなければならない。 

5．水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準

として行うものとする。  

1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償  

3．掛金収納書の提出 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納

書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に、発注者に提出しなければな

らない。  

 

第3章 無筋・鉄筋コンクリート 
 

第2節 適用すべき諸基準  

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （平成19年8月）  

第3節 レディーミクストコンクリート  

1-3-3-3 配合 
1．一般事項 

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に

必要な強度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適す

るワーカビリティーをもつ範囲内で単位水量を少なくするように定めなければならな

い。  

 

 

 

 

 

 

1-1-1-37 工事測量  

3．仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならな

い。 

4．工事用測量標の取扱い 

受注者は、用地幅杭、測量標（仮BM）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移

設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得

て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなけ

ればならない。 

なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない

5．既存杭の保全 

受注者は、工事の施工にあたり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭

の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を

負わなければならない。 

6．水準測量・水深測量 

水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面

を基準として行うものとする。  

1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償  

3．建設業退職金共済制度の履行 

受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納

書（発注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあ

っては、工事請負契約締結後原則４０日以内）に、発注者に提出しなければならない 

 

第3章 無筋・鉄筋コンクリート 
 

第2節 適用すべき諸基準  

土木学会 鉄筋定着・継手指針 （令和2年3月）  

第3節 レディーミクストコンクリート  

1-3-3-3 配合 
1．一般事項 

受注者は、コンクリートの配合において、設計図書の規定のほか、構造物の目的に

必要な強度、耐久性、ひび割れ抵抗性、鋼材を保護する性能、水密性及び作業に適す

るワーカビリティーが得られる範囲内で単位水量を少なくするように定めなければな

らない。  

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

第4節 現場練りコンクリート  

1-3-4-4 材料の計量及び練混ぜ  

2．材料の計量  

（6）受注者は、各材料を、一練り分ずつ重量で計量しなければならない。ただし、水

及び混和剤溶液は容積で計量してもよいものとする。 

なお、一練りの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、運

搬方法等を考慮して定めなければならない。  

第6節 鉄筋工  

1-3-6-4 組立て  

3．鉄筋かぶりの確保 

受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサー

を設置するものとし、構造物の側面については1m2あたり2個以上、構造物の底面につ

いては、1m2あたり4個以上設置し、個数について、鉄筋組立て完了時の段階確認時に

確認を受けなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最

短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。

また、受注者は、型枠に接するスペーサーについてはコンクリート製あるいはモルタ

ル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。 

なお、これ以外のスペーサーを使用する場合は監督員と協議しなければならない。 

1-3-6-5 継手  

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第9節 寒中コンクリート  

第4節 現場練りコンクリート  

1-3-4-4 材料の計量及び練混ぜ  

2．材料の計量  

（6）受注者は、各材料を、一バッチ分ずつ質量で計量しなければならない。ただし、

水及び混和剤溶液については、表1-3-2に示した許容差内である場合には、容積で

計量してもよいものとする。 

なお、一バッチの量は、工事の種類、コンクリートの打込み量、練りまぜ設備、

運搬方法等を考慮して定めなければならない。  

第6節 鉄筋工  

1-3-6-4 組立て 

3．鉄筋かぶりの確保 

受注者は、設計図書に特に定めのない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを

設置するものとし、構造物の側面については1m2あたり2個以上、構造物の底面につい

ては、1m2あたり4個以上設置し、個数について、鉄筋組立て完了時の段階確認時に確

認を受けなければならない。鉄筋のかぶりとはコンクリート表面から鉄筋までの最短

距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異なる。ま

た、受注者は、型枠に接するスペーサについてはコンクリート製あるいはモルタル製

で本体コンクリートと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。 

なお、これ以外のスペーサを使用する場合は監督員と協議しなければならない。  

1-3-6-5 継手 

8．機械式鉄筋継手 

(1) 機械式鉄筋継手工法を採用する場合は、「現場打ちコンクリート構造物に適用す

る機械式鉄筋継手工法ガイドライン（平成29年3月）」に基づき実施するものとす

る。受注者は、施工する工法について必要な性能に関し、公的機関等（所定の試験

評価が可能な大学や自治体、民間の試験機関を含む）による技術的な確認を受け交

付された証明書の写しを監督員の承諾を得なければならない。また、機械式鉄筋継

手の施工については、以下の各号の規定によるものとする。 

① 使用する工法に応じた施工要領を施工計画書に記載し、施工を行わなければ

ならない。 

② 機械式鉄筋継手工法の品質管理は、使用する工法に応じた確認項目や頻度、

方法、合否判定基準等を施工計画書に明示した上で、施工管理や検査時におい

ては、これに従って確認を行わなければならない。また、機械式鉄筋継手工法

の信頼度は、土木学会鉄筋定着・継手指針（令和2年3月土木学会）の信頼度Ⅱ

種を基本とするが、設計時にⅠ種を適用している場合は、設計時の信頼度に従

って施工管理を行わなければならない。 

(2) 設計時に機械式鉄筋継手工法が適用されていない継手において、機械式鉄筋継

手工法を適用する場合は、別途、監督員と協議して決定すること。  

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1-3-9-3 養生  

5．養生中のコンクリート温度 

受注者は、養生中のコンクリートの温度を5℃以上に保たなければならない。また

養生期間については、表1-3-4の値以上とするのを標準とする。 

なお、表1-3-4の養生期間の後、さらに2日間はコンクリート温度を0℃以上に保たな

ければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表1-3-3に示す期間も満足する

必要がある。  

第2編 材 料 編 
 

第2章 土木工事材料 
 

第8節 瀝青材料  

2-2-8-3 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和元年6月改正 政令第19号）に

規定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の

規格に適合するものとする。  

 

第3編 土木工事共通編 
 

第1章 総 則 
 

第1節 総  則  

3-1-1-5 支給材料及び貸与品 

1．適用規定 

土木工事にあっては、第1編の1-1-1-16支給材料及び貸与品の規定に加え以下の規

定による。 

 

2．貸与機械の使用 

受注者は、貸与機械の使用にあたっては、別に定める請負工事用建設機械無償貸付

仕様書によらなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1-6 監督員による確認及び立会等 

第9節 寒中コンクリート  

1-3-9-3 養生  

5．養生温度 

受注者は、養生温度を5℃以上に保たなければならない。また、養生期間について

は、表1-3-4の値以上とするのを標準とする。 

なお、表1-3-4の養生期間の後、さらに2日間はコンクリート温度を0℃以上に保たな

ければならない。また、湿潤養生に保つ養生日数として表1-3-3に示す期間も満足する

必要がある。  

第2編 材 料 編 
 

第2章 土木工事材料 
 

第8節 瀝青材料  

2-2-8-3 再生用添加剤 

再生用添加剤の品質は、労働安全衛生法施行令（令和2年4月改正 政令第148号）に規

定されている特定化学物質を含まないものとし、表2-2-24、表2-2-25、表2-2-26の規

格に適合するものとする。  

 

第3編 土木工事共通編 
 

第1章 総 則 
 

第1節 総  則  

（削除） 

 

 

 

 

（1-1-1-16 に編入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1．立会予定の提出 

受注者は設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会に係る項

目予定時期等について監督員に提出しなければならない。 

2．監督員の立会 

監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提

出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

3．確認、立会の準備等 

受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並び

に写真その他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設

備等の備わった執務室を提供しなければならない。 

4．確認及び立会の時間 

監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを

得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

5．遵守義務 

受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条

第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、

契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。 

6．段階確認 

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（1）受注者は、表3-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなけ

ればならない。 

（2）受注者は、段階確認を受けるにあたり、書面、ファクシミリまたは電子メールの

いずれかにより、監督員と日時調整しなければならない。また、監督員から段階確

認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければなら

ない。 

なお、ファクシミリまたは電子メールによる場合には、その経過がわかる資料を

添付した書面を、段階確認時までに監督員へ提出しなければならない。 

（3）受注者は段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成

時までに監督員へ提出しなければならない。 

（4）受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会

を提供するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1-7 数量の算出 

3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 

1．立会予定の提出 

受注者は設計図書に従って監督員の立会が必要な場合は、あらかじめ立会に係る項

目予定時期等について監督員に提出しなければならない。 

2．監督員の立会 

監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料の提

出を請求できるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。 

3．確認、立会の準備等 

受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並び

に写真その他資料の整備をしなければならない。 

なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設

備等の備わった執務室を提供しなければならない。 

4．確認及び立会の時間 

監督員による確認及び立会の時間は、監督員の勤務時間内とする。ただし、やむを

得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 

5．遵守義務 

受注者は、契約書第9条第2項第3号、第13条第2項または第14条第1項もしくは同条

第2項の規定に基づき、監督員の立会を受け、材料の確認を受けた場合にあっても、

契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。 

6．段階確認 

段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。 

（1）受注者は、表3-1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなけ

ればならない。 

（2）受注者は、段階確認を受けるにあたり、書面、ファクシミリまたは電子メールの

いずれかにより、監督員と日時調整しなければならない。また、監督員から段階確

認の実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければなら

ない。 

なお、ファクシミリまたは電子メールによる場合には、その経過がわかる資料を

添付した書面を、段階確認時までに監督員へ提出しなければならない。 

（3）受注者は段階確認に臨場するものとし、監督員の確認を受けた書面を、工事完成

時までに監督員へ提出しなければならない。 

（4）受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会

を提供するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1．一般事項 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

2．出来形数量の提出 

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に

従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに

提示するとともに、工事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来形測量

の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれ

ば、出来形数量は設計数量とする。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をい

う。  

3-1-1-8 品質証明 

受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、以下の各号による

ものとする。 

（1）品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において

必要と認める時期及び検査（完成、出来形、部分検査をいう。以下同じ。）の事前

に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により検査時までに監督員へ提

出しなければならない。 

（2）品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品

質証明員は検査に立会わなければならない。 

（3）品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもと

より、工事全般にわたり行うものとする。 

（4）品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理

技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでな

い。 

（5）品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格（資格証書の写しを添

付）、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。 

なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1-1-9 工事完成図書の納品 

3-1-1-6 数量の算出  

1．一般事項 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。 

2．出来形数量の提出 

受注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に

従って、出来形数量を算出し、その結果を監督員からの請求があった場合は速やかに

提示するとともに、工事完成時までに監督員に提出しなければならない。出来形測量

の結果が、設計図書の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれ

ば、出来形数量は設計数量とする。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をい

う。  

3-1-1-7 品質証明 

受注者は、設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には、以下の各号による

ものとする。 

（1）品質証明に従事する者（以下「品質証明員」という。）が工事施工途中において

必要と認める時期及び検査（完成、出来形、部分検査をいう。以下同じ。）の事前

に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により検査時までに監督員へ提

出しなければならない。 

（2）品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者とする。また、原則として品

質証明員は検査に立会わなければならない。 

（3）品質証明は、契約図書及び関係図書に基づき、出来形、品質及び写真管理はもと

より、工事全般にわたり行うものとする。 

（4）品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し、技術士もしくは1級土木施工管理

技士の資格を有するものとする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りでな

い。 

（5）品質証明員を定めた場合、受注者は書面により氏名、資格（資格証書の写しを添

付）、経験及び経歴書を監督員に提出しなければならない。 

なお、品質証明員を変更した場合も同様とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

1．一般事項 

受注者は、工事完成図書として以下の書類を提出しなければならない。なお、工事

完成前に監督員へ提出等されている書類は再度提出する必要はない。 

① 工事完成図 

② 工事管理台帳 

2．工事完成図 

受注者は、「山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル」に基づいて出来形測量の

結果及び設計図書に従って作成した工事完成図を電子成果品として作成しなければな

らない。 

3．工事管理台帳 

受注者は、特記仕様書等で指示がある場合、設計図書に従って工事目的物の完成状

態を台帳として記録した工事管理台帳を、指示された内容に則って電子成果品等とし

て作成しなければならない。 

4．電子成果品及び紙の成果品 

受注者は、「山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル」に基づいて電子成果品を

作成及び納品しなければならない。 

なお、工事管理ファイル、写真管理ファイル、図面管理ファイル、打合わせ簿管理

ファイル、その他管理ファイル、台帳管理ファイル、地質情報管理ファイル及びそれ

らのDTDファイルは、「国土交通省CALS/EC 電子納品に関する要領・基準サイト」

（http：//www.cals-ed.go.jp/index.html）において公開している「工事完成図書等

に係わるDTD、XML出力例」及び「地質・土質調査成果に係わるDTD、XML出力例」を利

用することとし、関係する記載は読み替えるものとする。 

5．地質調査の電子成果品 

受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「地質・土質調査

成果電子納品要領（国土交通省）」に基づいて電子成果品を作成しなければならない 

 

 

 

 

 

 

3-1-1-8 工事完成図書の納品 

1．一般事項 

受注者は、工事完成図書として以下の書類を提出しなければならない。なお、工事

完成前に監督員へ提出等されている書類は再度提出する必要はない。 

① 工事完成図 

② 工事管理台帳 

2．工事完成図 

受注者は、「山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル」に基づいて出来形測量の

結果及び設計図書に従って作成した工事完成図を電子成果品として作成しなければな

らない。 

3．工事管理台帳 

受注者は、特記仕様書等で指示がある場合、設計図書に従って工事目的物の完成状

態を台帳として記録した工事管理台帳を、指示された内容に則って電子成果品等とし

て作成しなければならない。 

4．電子成果品及び紙の成果品 

受注者は、「山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル」に基づいて電子成果品を

作成及び納品しなければならない。 

なお、工事管理ファイル、写真管理ファイル、図面管理ファイル、打合わせ簿管理

ファイル、その他管理ファイル、台帳管理ファイル、地質情報管理ファイル及びそれ

らのDTDファイルは、「国土交通省CALS/EC 電子納品に関する要領・基準サイト」

（http：//www.cals-ed.go.jp/index.html）において公開している「工事完成図書等

に係わるDTD、XML出力例」及び「地質・土質調査成果に係わるDTD、XML出力例」を利

用することとし、関係する記載は読み替えるものとする。 

5．地質調査の電子成果品 

受注者は、設計図書において地質調査の実施が明示された場合、「地質・土質調査

成果電子納品要領（国土交通省）」に基づいて電子成果品を作成しなければならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

3-1-1-10 工事中の安全確保 

1．適用規定 

土木工事にあっては、第1編の1-1-1-26工事中の安全確保の規定に加え以下の規定

による。 

2．建設工事公衆災害防止対策要綱 

受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年9月

2日）を遵守して災害の防止を図らなければならない。 

3．使用する建設機械 

受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により

建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければなら

ない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員の承諾を得て、それを

使用することができる。 

4．架空線等事故防止対策 

受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り

場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現

地調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関

わらず、監督員へ報告しなければならない。  

3-1-1-11 交通安全管理 

1．適用規定 

土木工事にあっては、第1編の1-1-1-32交通安全管理の規定に加え以下の規定によ

る。 

2．工事用道路の維持管理 

受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の

定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

3．施工計画書 

受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使

用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関

係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置

その他の必要な措置を行わなければならない。  

3-1-1-12 工事測量 

1．適用規定 

土木工事にあっては、第1編の1-1-1-37工事測量の規定に加え以下の規定による。 

2．仮設標識 

受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならな

い。  

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（1-1-1-26 に編入） 

 

 

（1-1-1-26 に編入） 

 

 

 

（1-1-1-26 に編入） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（1-1-1-32 に編入） 

 

（1-1-1-32 に編入） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

(1-1-1-37 に編入) 
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3-1-1-13 提出書類  

1．一般事項 

受注者は、提出書類を通知、マニュアル及び様式集等により作成し、監督員に提出

しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなけれ

ばならない。 

2．設計図書に定めるもの 

契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請

求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書

類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。  

3-1-1-14 創意工夫  

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または、地域社会への貢

献として、特に評価できる項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督員

に提出する事ができる。  

 

 

第2章 一般施工 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （平成27年3月）  

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （平成27年3月）  

国土交通省 道路標識設置基準・同解説 （令和元年10月）  

第3節 共通的工種  

3-2-3-6 小型標識工 

1．一般事項 

受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射材

料を用いなければならない。 

2．反射標識の取扱い 

受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色部

分は無反射としなければならない。  

12．錆止めの実施 

受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）な

どの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならない。  

 

第4節 基礎工   

3-2-4-4 既製杭工  

21．鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手  

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定に

よるものとする。  

3-1-1-9 提出書類 

1．一般事項 

受注者は、提出書類を通知、マニュアル及び様式集等により作成し、監督員に提出

しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなけれ

ばならない。 

2．設計図書に定めるもの 

契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請

求書、代金代理受領諾申請書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書

類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。  

3-1-1-10 創意工夫  

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または、地域社会への貢

献として、特に評価できる項目について、工事完成時までに所定の様式により、監督員

に提出する事ができる。  

 

 

第2章 一般施工 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和2年9月）  

日本道路協会 杭基礎施工便覧 （令和2年9月）  

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説 （令和2年6月）  

第3節 共通的工種  

3-2-3-6 小型標識工 

1．一般事項 

受注者は、視認上適切な反射性能を持ち、耐久性があり、維持管理が確実かつ容易

な反射材料を用いなければならない。 

2．反射標識の取扱い 

受注者は、全面反射の標識を用いるものとする。ただし、警戒標識及び補助標識の

黒色部分は無反射としなければならない。  

12．錆止めの実施 

受注者は、標示板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）

などの下地処理を行った後、リン酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければなら

ない。  

第4節 基礎工   

3-2-4-4 既製杭工  

21．鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手  

既製杭工における鋼管杭及びＨ鋼杭の現場継手については、以下の各号の規定に

よるものとする。  
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（2）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試

験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または

同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に

行わせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動

溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、そ

の作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなけれ

ばならない。  

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工  

11．鋼管矢板の溶接  

鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定

によるものとする。  

（2）受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試

験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または

同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者

に行わせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自

動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、

その作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなけ

ればならない。  

第6節 一般舗装工  

3-2-6-3 アスファルト舗装の材料  

20.適用規定（加熱アスファルト）  

（1）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表3-2-

23、3-2-24の規格に適合するものとする。  

21.マーシャル安定度試験 

表3-2-23、3-2-24に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び粒

度範囲は、設計図書によらなければならない。  

3-2-6-7  アスファルト舗装工  

4．加熱アスファルト安定処理の規定  

（5）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督員の承

諾を得なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±25℃の範囲

内としなければならない。  

第10節 仮設工  

3-2-10-16 トンネル仮設備工  

（2）受注者は、鋼管杭及びＨ鋼杭の溶接は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試

験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または

同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に

行わせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自動

溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、そ

の作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定試験）に合格した者でかつ現

場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わせなければならない。  

3-2-4-9 鋼管矢板基礎工  

11．鋼管矢板の溶接  

鋼管矢板基礎工において鋼管矢板の溶接を行う場合については、以下の各号の規定

によるものとする。  

（2）受注者は、鋼管矢板の溶接については、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試

験方法及び判定基準）に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（または

同等以上の検定試験）に合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者

に行わせなければならない。ただし半自動溶接を行う場合は､ JIS Z 3841（半自

動溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、

その作業に該当する試験（またはこれと同等以上の検定試験）に合格した者でかつ

現場溶接の施工経験が6ヶ月以上の者に行わせなければならない。  

第6節 一般舗装工  

3-2-6-3 アスファルト舗装の材料  

20.適用規定（加熱アスファルト）  

（1）アスファルト舗装の基層及び表層に使用する加熱アスファルト混合物は、表3-2-

23、表3-2-24の規格に適合するものとする。  

21.マーシャル安定度試験 

表3-2-23、表3-2-24に示す種類以外の混合物のマーシャル安定度試験の基準値及び

粒度範囲は、設計図書によらなければならない。  

3-2-6-7  アスファルト舗装工  

4．加熱アスファルト安定処理の規定  

（5）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時（出荷時）の温度について

監督員の承諾を得なければならない。また、その変動は承諾を得た温度に対して±

25℃の範囲内としなければならない。  

第10節 仮設工  

3-2-10-16 トンネル仮設備工  
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10．換気等の効果確認 

受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に

定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない

この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは3㎎/m3以下とし、掘削断面積

が小さいため、3㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の

風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについ

ては、可能な限り、3㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を

記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場

合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。 

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

 

第3節 工場製作工  

3-2-12-2 材 料  

7．工場塗装工の材料 

工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。  

（5）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他

の塗料は製造後12ケ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。  

 

 

 

第17節 植栽維持工  

3-2-17-2 材 料 

1．一般事項 

受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監

督員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。 

なお、薬剤については農薬取締法（平成30年6月改正 法律第53号）に基づくもので

なければならない。  

3-2-17-3 樹木・芝生管理工  

2．剪定の施工 

受注者は、剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所にあった剪定形式に

より行わなければならない。 

なお、剪定形式について監督員より指示があった場合は、その指示によらなければ

ならない。  

4．剪定、芝刈、雑草抜き取り等の施工 

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り、植付けの施工にあたり、路面への枝、草、

掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等を交通に支障のな

いように、速やかに処理しなければならない。  

 

 

 

 

10．換気等の効果確認 

受注者は、換気の実施等の効果を確認するにあたって、半月以内ごとに1回、定期に

定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない

この際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは2㎎/m3以下とし、掘削断面積

が小さいため、2㎎/m3を達成するのに必要な大きさ(口径)の風管または必要な本数の

風管の設置、必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについ

ては、可能な限り、2㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を

記録しておくこと。また、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場

合には、作業環境を改善するための必要な措置を講じなければならない。 

粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。 

 

第3節 工場製作工  

3-2-12-2 材 料  

7．工場塗装工の材料 

工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。  

（5）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントは製造後6ケ月以内、その他

の塗料は製造後12ケ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはならない。工期

延期等やむを得ない理由によって使用期限が、ジンクリッチペイントは6ヶ月を超

えた場合、その他の塗料は12ヶ月を超えた場合は、抜き取り試験を行って品質を確

認し、正常の場合使用することができる。  

第17節 植栽維持工  

3-2-17-2 材 料 

1．一般事項 

受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監

督員に品質を証明する資料等の、確認を受けなければならない。 

なお、薬剤については農薬取締法（令和元年12月改正 法律第62号）に基づくもの

でなければならない。  

3-2-17-3 樹木・芝生管理工  

2．剪定の施工 

受注者は、剪定の施工にあたり、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関する

ガイドライン」の策定について（厚生労働省令和2年1月）によるものとし、各樹種の

特性及び施工箇所にあった剪定形式により行わなければならない。 

なお、剪定形式について監督員より指示があった場合は、その指示によらなければ

ならない。  

4．剪定、芝刈、雑草抜き取り（除根）等の施工 

受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り（除根）、植付けの施工にあたり、路面への

枝、草、掘削土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等を交通に

支障のないように、速やかに処理しなければならない。  
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第4編 河 川 編 
 

第1章 築堤・護岸 
 

第12節 付帯道路施設工  

4-1-12-2 境界工  

3．設置位置 

受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点を

用地境界線上に一致させ、文字「河」「山梨県」が内側（官地側）になるようにしな

ければならない。  

第3章 樋門・樋管 
 

第2節 適用すべき諸基準  

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （平成25年3月）  

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （令和2年3月）   

第8節 付属物設置工  

4-3-8-4 境界工  

3．杭（鋲）の設置 

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点

を用地境界線上に一致させ、文字「河」「山梨県」が内側（官地側）になるようにし

なければならない。  

第4章 水 門 
 

第2節 適用すべき諸基準  

国土交通省 機械工事施工管理基準（案）                           （平成22年4月）  

第5章 堰 
 

第1節 適  用  

5．適用規定（3） 

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書

（案）」（国土交通省、令和2年3月）の規定による。  

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （平成27年3月）  

第6章 排水機場 

第2節 適用すべき諸基準  

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （平成27年2月） 

 

 

第4編 河 川 編 
 

第1章 築堤・護岸 
 

第12節 付帯道路施設工  

4-1-12-2 境界工 

3．設置位置 

受注者は、境界杭の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示す中

心点又は矢印先端部を用地境界線上と一致させ、文字「河」「山梨県」が内側（官地

側）になるようにしなければならない。  

第3章 樋門・樋管 
 

第2節 適用すべき諸基準  

国土交通省 機械工事共通仕様書（案） （令和2年3月）  

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （令和元年10月）   

第8節 付属物設置工  

4-3-8-4 境界工  

3．杭（鋲）の設置 

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示

す中心点又は矢印先端部を用地境界線上と一致させ、文字「河」「山梨県」が内側

（官地側）になるようにしなければならない。  

第4章 水 門 
 

第2節 適用すべき諸基準  

国土交通省 機械工事施工管理基準（案） （令和元年10月）  

第5章 堰 
 

第1節 適  用  

5．適用規定（3） 

受注者は、扉体、戸当り及び開閉装置の製作、据付けは「機械工事共通仕様書

（案）」（国土交通省、令和2年3月）の規定による。  

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧 （令和2年9月）  

第6章 排水機場 
 

第2節 適用すべき諸基準  

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説 （令和2年1月）  
 



現行 改定 摘 要 

 

第8章 河川維持 
 

第5節 堤防養生工  

4-8-5-2 芝養生工  

1．草等の処理 

受注者は、抜き取りした草等をすべて処理しなければならない。ただし、設計図書

及び監督員の指示した場合はこの限りではない。  

3．雑草 

受注者は、人力により雑草の抜き取りを施工しなければならない。 

第9章 河川修繕 
 

第2節 適用すべき諸基準  

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説（平成27年2月）  

第5編 砂 防 編 
 

第1章 砂防堰堤 
 

第8節 コンクリート堰堤工  

5-1-8-4 コンクリート堰堤本体工  

（新規） 

 

 

 

 

 

12．吸出し防止材の施工 

受注者は、吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置し

なければならない。  

第11節 砂防堰堤付属物設置工  

5-1-11-4 境界工  

3．杭（鋲）の設置 

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭の中心点

を用地境界線上に一致させ、文字「河」「山梨県」が内側（官地側）になるようにし

なければならない。  

 

 

 

 

 

第8章 河川維持 

第5節 堤防養生工 

4-8-5-2 芝養生工  

1．草等の処理 

受注者は、抜き取り（除根）した草等をすべて処理しなければならない。ただし、

設計図書及び監督員の指示した場合はこの限りではない。  

3．雑草の抜き取り（除根） 

受注者は、人力により雑草の抜き取り（除根）を施工しなければならない。  

第9章 河川修繕 
 

第2節 適用すべき諸基準  

河川ポンプ施設技術協会 揚排水ポンプ設備技術基準（案）同解説（令和2年1月）  

第5編 砂 防 編 
 

第1章 砂防堰堤 
 

第8節 コンクリート堰堤工  

5-1-8-4 コンクリート堰堤本体工 

12．砂防ソイルセメント 

受注者は、砂防ソイルセメントの施工にあたって設計図書において特に定めのない

事項については、「砂防ソイルセメント施工便覧」（砂防・地すべり技術センター

平成28年9月）、現位置撹拌混合固化工法（ISM工法）設計・施工マニュアル第1回改

訂版（先端建設技術センターISM工法研究会、平成19年3月）の規定による 

なお、これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

13．吸出し防止材の施工 

受注者は、吸出し防止材の施工については、吸出し防止材を施工面に平滑に設置し

なければならない。  

第11節 砂防堰堤付属物設置工 

5-1-11-4 境界工 

3．杭（鋲）の設置 

受注者は、杭（鋲）の設置にあたっては、設計図書に示す場合を除き、杭頭部に示

す中心点又は矢印先端部を用地境界線上と一致させ、文字「河」「山梨県」が内側

（官地側）になるようにしなければならない。  

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

第7編 道 路 編 
 

第2章 舗装 
 

第2節 適用すべき諸基準  

国土交通省 道路標識設置基準・同解説          （令和元年10月）  

第9節 標識工  

7-2-9-1 一般事項  

3．適用規定 

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説第4章基礎及び

施工」（日本道路協会、昭和62年1月）の規定、「道路土工要綱 第5章施工計画」

（日本道路協会、平成21年6月）の規定、第3編3-2-3-6小型標識工、3-2-3-3作業土

工（床掘り・埋戻し）、3-2-10-5土留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハンドブ

ック」（全国道路標識・標示業協会、令和元年8月）による。これにより難い場合は

監督員の承諾を得なければならない。  

7-2-9-2 材 料  

6．文字・記号等 

受注者は、標識板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令」（標識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省 令和元年10月）による色彩

と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

第12節 道路付属施設工  

7-2-12-3 境界工 

1．一般事項 

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭の中心線が境界

線と一致するよう施工しなければならない。  

第3章 橋梁下部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧            （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧             （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧             （平成27年3月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第7編 道 路 編 
 

第2章 舗装 
第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 道路標識設置基準・同解説          （令和2年6月）  

第9節 標識工 

7-2-9-1 一般事項  

3．適用規定 

受注者は、標識工の施工にあたって、「道路標識設置基準・同解説 第4章道路標識

の設計、施工」（日本道路協会、令和2年6月）の規定、「道路土工要綱 第5章施工

計画」（日本道路協会、平成21年6月）の規定、第3編3-2-3-6小型標識工、3-2-3-3

作業土工（床掘り・埋戻し）、3-2-10-5土留・仮締切工の規定、及び「道路標識ハ

ンドブック」（全国道路標識・標示業協会、令和元年8月）による。これにより難い

場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

7-2-9-2 材 料  

6．文字・記号等 

受注者は、標識板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令」（標識令）及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）に

よる色彩と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければな  
第12節 道路付属施設工  

7-2-12-3 境界工 

1．一般事項 

受注者は、境界杭及び境界鋲の施工にあたっては、原則として、杭頭部に示す中心

点又は矢印先端部を境界線と一致させ、側面の文字（県）が内側（官地側）になるよ

うにしなければならない。  

第3章 橋梁下部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧            （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧             （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧             （令和2年9月） 
 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

第8節 鋼製橋脚工  

7-3-8-9 橋脚フーチング工  

4．適用規定 

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編

第3章架設」（日本道路協会、平成27年3月）による。コンクリートの打込みによって

移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナッ

トが損傷を受けないように保護しなければならない。  

7-3-8-11 現場継手工  

2．適用規定（2）  

受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部

材編）18章施工」（日本道路協会、平成29年11月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工

編第3章 架設」（日本道路協会、平成27年3月）の規定による。これ以外による場合

は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

 

第4章 鋼橋上部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                  （平成27年3月）  

第3節 工場製作工  

7-4-3-1 一般事項  

2．施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書に記載しなければ

ならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場

合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。  

 

第5章 コンクリート橋上部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧           （平成6年2月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧           （平成10年1月）  

第6章 トンネル（ＮＡＴＭ） 
 

第2節 適用すべき諸基準  

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

 （平成29年6月）  

 

 

第8節 鋼製橋脚工  

7-3-8-9 橋脚フーチング工  

4．適用規定 

受注者は、アンカーフレームの架設については、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工編

第3章架設」（日本道路協会、令和2年9月）による。コンクリートの打込みによって

移動することがないように据付け方法を定め、施工計画書に記載しなければならない

また、フーチングのコンクリート打設が終了するまでの間、アンカーボルト・ナッ

トが損傷を受けないように保護しなければならない。  

7-3-8-11 現場継手工  

2．適用規定（2）  

受注者は、現場継手工の施工については、「道路橋示方書・同解説（Ⅱ鋼橋・鋼部

材編）18章施工」（日本道路協会、平成29年11月）、「鋼道路橋施工便覧Ⅲ現場施工

編第3章 架設」（日本道路協会、令和2年9月）の規定による。これ以外による場合

は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。  

 

第4章 鋼橋上部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                  （令和2年9月）  

第3節 工場製作工  

7-4-3-1 一般事項 

2．施工計画書 

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書に記載しなければ

ならない。 

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場

合は、上記項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする。  

 

第5章 コンクリート橋上部 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧           （令和2年9月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋施工便覧           （令和2年9月）  

第6章 トンネル（ＮＡＴＭ） 
第2節 適用すべき諸基準  

厚生労働省 ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 

 （令和2年7月）  

 

 



現行 改定 摘 要 

第7章 コンクリートシェッド 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 杭基礎施工便覧                   （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                   （平成27年3月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧       （平成6年2月）  

第8章 鋼製シェッド 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                     （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                       （平成27年3月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                       （平成27年3月） 
 

第9章 地下横断歩道 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 杭基礎設計便覧         （平成27年3月）  

第11章 共同溝 
 

第2節 適用すべき諸基準  

道路保全技術センター プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領（案） 

 （平成6年3月）  

第12章 電線共同溝 
 

第2節 適用すべき諸基準  

道路保全技術センター 電線共同溝 （平成7年11月）  

第13章 情報ボックス工 
 

第2節 適用すべき諸基準  

道路保全技術センター 電線共同溝 （平成7年11月）  

第14章 道路維持 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編）         （平成27年6月）  

 

 

 

 

 

第7章 コンクリートシェッド 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 杭基礎施工便覧                   （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                   （令和2年9月） 

日本道路協会 コンクリート道路橋設計便覧       （令和2年9月）  

第8章 鋼製シェッド 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧                     （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎施工便覧                       （令和2年9月） 

日本道路協会 杭基礎設計便覧                       （令和2年9月） 
 

第9章 地下横断歩道 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 杭基礎設計便覧         （令和2年9月）  

第11章 共同溝 
 

第2節 適用すべき諸基準  

（削除） 

 

第12章 電線共同溝 
 

第2節 適用すべき諸基準  

（削除） 

第13章 情報ボックス工 
 

第2節 適用すべき諸基準  

（削除） 

第14章 道路維持 
 

第2節 適用すべき諸基準  

日本道路協会 道路トンネル維持管理便覧（本体工編）         （令和2年8月）  

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

第7節 標識工  

7-14-7-2 材 料  

6．標示板の文字・記号等 

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令」（標識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省 令和元年10月）による色彩

と寸法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。 

 

第16章 道路修繕 
 

第9節 標識工  

7-16-9-1 一般事項  

6．標示板の文字・記号等 

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標

識令）及び「道路標識設置基準」（国土交通省 令和元年10月）による色彩と寸法で、標

示しなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

 

第8編 公 園 緑 地 編 

第1章 基 盤 整 備 

第4節 公園土工 

 4．受注者は、小規模敷均・締固にあたり、盛土箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、

一層の仕上り厚を30cm以下を基本とし、各層ごとに締固めなければならない。  

 

第5章 自 然 育 成 

第 3節 自然育成施設工 

8-5-3-1 一般事項  

1．本節は、自然育成施設工として自然育成盛土工、自然水路工、水田工、ガレ山工、

粗朶山工、カントリーヘッジ工、石積土堰堤工、しがらみ柵工、自然育成型護岸

工、保護柵工、解説板工、自然育成施設修繕工、作業土工、自然育成型護岸基礎

工、沈床工、捨石工、かご工、元付工、牛・枠工、杭出し水制工、その他これらに

類する工種について定める。 

第7節 標識工  

7-14-7-2 材 料  

6．標示板の文字・記号等 

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（標

識令）及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）による色彩と寸

法で、標示する。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。  

 

第16章 道路修繕 
第9節 標識工 

7-16-9-1 一般事項  

6．標示板の文字・記号等 

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命

令」（標識令）及び「道路標識設置基準・同解説」（日本道路協会 令和2年6月）に

よる色彩と寸法で、標示しなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾

を得なければならない。  

第8編 公 園 緑 地 編 
 

第1章 基 盤 整 備 
 

第4節 公園土工 

4．受注者は、小規模敷均・締固にあたり、盛土箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一

層の仕上り厚30cm以下を基本とし、各層ごとに締固めなければならない。  

 

第5章 自 然 育 成  

第 3節 自然育成施設工 

8-5-3-1 一般事項  
 

1．本節は、自然育成施設工として自然育成盛土工、自然水路工、水田工、ガレ山工、

粗朶山工、カントリーヘッジ工、石積土堰堤工、しがらみ柵工、自然育成型護岸

工、保護柵工、解説板工、自然育成施設修繕工、作業土工、自然育成型護岸基礎

工、沈床工、捨石工、かご工、元付工、その他これらに類する工種について定め

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改定 摘 要 

8-5-3-21 牛・枠工 

1．受注者は、水制工の施工については、予期しない障害となる工作物等が現れた場合

には、設計図書に関して監督員と協議し、これを処理しなければならない。 

2．受注者は、水制工の施工にあたっては、河床変動を抑止する水制群中の各水制の設

置方法及び順序を選定し、施工計画書に記載しなければならない。なお、設計図書

において設置方法及び順序を指定した場合に係る河床変動に対する処置について

は、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。 

3．牛・枠工の施工については、第 6編 6-1-10-7 牛・枠工の規定による。 

 8-5-3-22 杭出し水制工 

杭出し水制工の施工については、第 6編 6-1-10-8 杭出し水制工の規定による。 
 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


